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■大人向けの本■
　①江　姫たちの戦国　 　　 田渕久美子　著
　②ＳＯＳの猿 伊坂幸太郎　著
　③私の家では何も起こらない 恩田　陸　著
　④子育てハッピーアドバイス 吉崎達郎　著
　⑤誰とでも15分以上会話がとぎれない！
　　話し方６６のルール　　　　 野口　敏　著

■子ども向けの本■　
　①旅の絵本　７　 安野光雅　作
　②はやくねようね、ペネロペ
　　　　　　　　　　　　　　　 アン・グッドマン　作
　③大豆の大研究 加藤　昇　作
　④パセリ伝説　　 倉橋燿子　作
　⑤かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく
　 原　ゆたか　作

■大人向けの本■
　①外事警察　　　　　 　　 麻生　幾　著
　②カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾　著
　③矢上教授の午後 森谷明子　著
　④肺がんで死なない本 小中千守　著
　⑤一汁一飯のすすめ 梅崎和子　著

■子ども向けの本■　
　①せんろはつづく　まだつづく 竹下文子　作
　②ねこのおすしやさん 鈴木まもる　作
　③いっぽんみちをあるいていたら

市居みか　作
　④いいこってどんなこ　 ジーン・モデシット　作
　⑤シートンどうぶつ記　 シートン　作

新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内

4月の休館日
月曜日、祝日、３0日

4月の休館日
日曜日、月曜日、祝日、３0日

仁多カルプラ図書室仁多カルプラ図書室 横田コミセン図書室横田コミセン図書室

　現在、町では生活排水による水質汚濁防止と生活環境の改善を図るため、市町村設置型によ
る合併処理浄化槽（高度処理型）の設置を推進しています。
　なお、設置後の維持管理については、使用者の方と共に町が責任をもって行います。
　平成２２年度中に浄化槽を設置希望の方は、早めに役場水道課まで設置申請書を提出して下
さい。（随時受付）

記
＜対象区域＞　公共下水道・農業集落排水処理区域を除く町内全域のエリア
＜対　象　者＞　平成２２年度に設置希望の一般住宅及び集会所・事業所等
＜工事分担金＞　・一般住宅・集会所等・・・１３５，０００円（１基あたり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※但し、５～１０人槽の合併処理浄化槽
　　　　　　　　・１２人槽以上の共同住宅、事業所・・・設置工事費の１０％相当額（１基あたり）

合併処理浄化槽（市町村設置型）の合併処理浄化槽（市町村設置型）の
設置申請を受け付けています設置申請を受け付けています

国保コーナー

　入学・卒業・就職の季節です。
　次のような場合には、国保係の窓口へ届出をしてください。

※退職者医療制度については、広報2月号に掲載していますので参考にご覧ください。

　　　　　お問合せ先　健康福祉課国保係
　　　　　　　　　　　有線　31－5121　電話　54－2781

こんなときはこんなときは1414日以内に届出を！日以内に届出を！

こんなとき

職場の健康保険をやめたとき

健康保険等の被扶養者からはずれたとき

他の市町村から転入してきたとき

子供が生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

外国籍の人が加入するとき

職場の健康保険等に加入したとき

健康保険等の被扶養者になったとき

他の市町村に転出するとき

国保の被保険者が死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

外国籍の人が脱退するとき
※退職者医療制度の対象となったとき

町内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯合併・世帯分離したとき

国保の保険証を紛失したり、使えなくなったとき

印鑑、離職票または資格喪失証明書

印鑑、扶養除外証明書

印鑑

保護廃止決定通知書

外国人登録証明書

印鑑、国保と健保の両方の保険証

印鑑、国保の保険証

国保の保険証、保護開始決定通知書

国保の保険証、外国人登録証明書

印鑑、国保の保険証、年金証書

印鑑、国保の保険証

印鑑、身分を証明するもの

届出に必要なもの

国保に加入

　　するとき

国保を脱退

　　するとき

その他の届出

～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～

お問合せ先・・・役場水道課
　　　　　　　　有線 20-4284　電話 52-2676

環境課題解決のための税制度を平成環境課題解決のための税制度を平成2222年度以降も継続年度以降も継続

この税金に関する情報はインターネットでも提供しています。
http://www.pref.shimane.lg.jp/zeimu/
　　　　　 お問合せ先　島根県総務部税務課課税グループ（TEL 852-22-5892）

【水と緑の森づくり税】【水と緑の森づくり税】

県　　民

緑豊かな森の再生 県民参加の森づくり

島根県 水と緑の森づくり会議
提案 意見

・不要木の伐採等（3,500ha／5年）
・竹林伐採、松くい虫被害地の再生

・県民のアイデアと参加による森づくり
・里山や観光地周辺森林等の景観対策
・学校での森林教育等

　荒廃森林を再生し、水を育む緑豊かな森を次世代に引き継ぐため平成17年度に導入した「水
と緑の森づくり税」により、5年間で3,500ha超の不要木の伐採と延べ4.6万人の県民参加の
森づくり等を実施していますが、使途を拡大して引き続き5年間実施します。
●納める人（これまでと同じです）
　○個人：県内に住所がある人です。（一定の所得金額以下の人は非課税です。）
　○法人：県内に事務所等を有する法人です。
●納める額（これまでと同じです）
　○個人：年５００円です。
　○法人：均等割額の５％相当額です。（1,000円～40,000円）
●納付方法（これまでと同じです）
　○現行の県民税均等割額に加算して、県民税の一部として納付します。
●税収の使途

　中国財務局には、借金を抱えて悩んでおられる方々のための「相談窓口」がございます。
多重債務は必ず解決できる問題です。悩まずにご相談下さい。
　必要に応じ、弁護士・司法書士などの法律専門家に引継ぎを行なっています。
相談方法：まずはお電話下さい。相談費用は必要ありません
連 絡 先：０８２－２２１－９２０６（直通）
　　　　　中国財務局　財務広報相談室　多重債務相談員
受付時間：月曜日～金曜日（祝日及び12/29～１/３を除く）
　　　　　９時～12時、13時～17時

多重債務でお悩みの方に相談窓口多重債務でお悩みの方に相談窓口


